
1 － 動産売買先取特権と所有権留保の関係に関する理論的考察（田村）

は
じ
め
に

　

従
来
は
、売
買
契
約
に
お
い
て
所
有
権
留
保
が
合
意
さ
れ
た
と
き
は
買
主
に
目
的
物
の
所
有
権
が
な
い
た
め
に
動
産
売
買
先
取
特
権
（
以

下
、
単
に
「
先
取
特
権
」
と
も
い
う
）
は
成
立
し
な
い
と
し
て
、
両
者
は
択
一
関
係
と
し
て
意
識
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
所
有
権
留
保

に
関
す
る
有
力
説
は
、い
わ
ゆ
る
担
保
権
的
構
成
と
さ
れ
、そ
の
実
質
は
所
有
権（
又
は
価
値
）の
分
属
を
根
拠
に
す
る
も
の
で
あ
る（

１
）。

も
っ

と
も
、
所
有
権
留
保
の
検
討
に
お
い
て
は
、
特
に
所
有
権
分
属
と
構
成
す
る
場
合
に
可
能
性
の
あ
る
先
取
特
権
と
の
両
立
関
係
は
論
じ
ら

れ
て
こ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
先
取
特
権
に
お
い
て
も
所
有
権
留
保
と
の
両
立
関
係
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
そ
も
そ
も
こ
の
問

題
を
指
摘
す
る
も
の
も
な
い（

２
）。

こ
の
こ
と
自
体
が
、
両
者
は
基
本
的
に
択
一
関
係
で
あ
り
、
非
典
型
担
保
に
関
す
る
担
保
権
的
構
成
は
、
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具
体
的
な
法
律
構
成
で
は
な
く
、
解
釈
指
針
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る（

３
）。

　

確
か
に
、
所
有
権
留
保
に
よ
っ
て
売
主
の
権
利
が
確
保
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
敢
て
先
取
特
権
と
の
両
立
関
係
を
意
識
し
、
検
討
す
る

必
要
は
な
い
。
し
か
し
、
一
例
と
し
て
、
信
販
会
社
に
よ
る
所
有
権
留
保
が
用
い
ら
れ
た
場
合
で
は
あ
る
が
、
最
高
裁
平
成
22
年
６
月
４

日
判
決
民
集
64
巻
４
号
１
１
０
７
頁
（
以
下
、「
平
成
22
年
判
決
」
と
い
う
）
は
、
信
販
会
社
は
、
目
的
物
で
あ
る
自
動
車
の
登
録
名
義

を
得
て
い
な
い
限
り
、
合
意
に
基
づ
き
取
得
し
た
所
有
権
を
別
除
権
と
し
て
行
使
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
判
示
し
た
。
こ
の
平
成
22

年
判
決
で
は
、
所
有
権
留
保
の
行
使
を
否
定
す
る
の
み
で
あ
り
、
所
有
権
の
帰
属
や
先
取
特
権
の
帰
趨
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い（

４
）。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
先
取
特
権
の
性
質
と
特
徴
を
確
認
し
た
上
で
（
一
）、
所
有
権
留
保
の
法
律
構
成
ご
と
に
先
取
特
権
の
成
否
に

つ
き
理
論
的
に
検
討
す
る
（
二
）。
そ
の
上
で
、
被
担
保
債
権
の
拡
大
と
も
捉
え
ら
れ
る
第
三
者
が
留
保
所
有
権
を
担
保
と
し
て
利
用
す

る
場
合
に
つ
き
具
体
的
に
検
討
す
る
（
三
）。
な
お
、
所
有
権
留
保
が
合
意
さ
れ
た
場
合
の
先
取
特
権
の
帰
趨
（
二
）
に
つ
い
て
は
、
全

て
の
論
者
（
説
）
に
対
応
す
る
の
は
困
難
な
た
め
、
概
括
的
な
検
討
に
留
ま
る
こ
と
を
お
断
り
す
る（

５
）。

一　

先
取
特
権
の
性
質
と
特
徴

　

先
取
特
権
は
、
本
質
的
に
は
債
権
そ
の
も
の
の
強
化
で
あ
り
、
物
権
法
に
は
執
行
の
根
拠
と
し
て
規
定
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
先
取
特
権
の
制
度
趣
旨
に
は
複
数
あ
る
が
、
動
産
売
買
先
取
特
権
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
意
思
の
推
定
で
は
な
く
、
公
平

性
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
公
平
の
意
味
は
、
代
金
を
完
済
し
て
い
な
い
の
に
買
主
に
所
有
権
移
転
を
認
め
る
こ
と
（
以
下
、「
公
平
性
①
」

と
い
う
）、
売
主
の
犠
牲
の
下
で
他
の
債
権
者
が
目
的
物
を
買
主
の
責
任
財
産
と
扱
う
こ
と
（
以
下
、「
公
平
性
②
」
と
い
う
）
の
両
方
を

指
す
と
思
わ
れ
る
。

　

例
え
ば
、
当
初
の
売
買
代
金
額
を
Ａ
、
買
主
の
既
払
分
を
Ｂ
、
目
的
物
の
時
価
を
Ｘ
と
表
現
す
る
と
、
売
主
は
Ａ
‐
Ｂ
（
被
担
保
債
権
）
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に
基
づ
き
、
物
全
体
に
対
し
て
、
先
取
特
権
に
基
づ
く
優
先
弁
済
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
な
る
。
売
主
は
、
被
担
保
債
権
（
Ａ
‐
Ｂ
）
に

基
づ
き
、
目
的
物
Ｘ
の
価
値
の
全
て
を
ま
ず
は
把
握
し
た
上
で
、
Ａ
‐
Ｂ
∧
Ｘ
の
と
き
に
限
っ
て
、
清
算
金
（
Ｘ
‐（
Ａ
‐
Ｂ
））
が
買
主

に
支
払
わ
れ
る
。
具
体
的
に
、
当
初
代
金
Ａ
を
100
、
既
払
金
Ｂ
を
30
、
時
価
Ｘ
を
50
と
す
る
と
、
被
担
保
債
権
は
70
で
あ
り
、
時
価
Ｘ
50

が
弁
済
に
充
て
ら
れ
、
さ
ら
に
20
が
買
主
が
負
担
す
べ
き
額
と
な
る
。
先
取
特
権
の
実
行
に
お
い
て
、
物
の
時
価
Ｘ
の
50
が
３
：
７
（
15

と
35
）
に
分
け
ら
れ
、
買
主
に
は
既
払
分
に
相
当
す
る
15
の
価
値
保
有
が
保
障
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
支
払
期
中
の
買
主
の
価
値
の
保

有
を
保
護
す
る
必
要
は
、
あ
く
ま
で
も
完
済
に
よ
る
物
の
全
価
値
支
配
が
予
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
担
保
実
行
で
そ
の
可
能
性
が

消
滅
す
る
と
清
算
金
支
払
請
求
に
変
形
す
る
こ
と
で
処
理
さ
れ
る
。

　

以
上
か
ら
、
買
主
に
よ
る
頭
金
や
割
賦
金
の
支
払
に
よ
っ
て
買
主
に
は
既
払
分
に
基
づ
き
価
値
保
有
（
あ
る
い
は
何
ら
か
の
権
利
性
）

が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
先
取
特
権
の
被
担
保
債
権
の
不
可
分
性
か
ら
は
、
そ
の
部
分
（
本
来
的
に
は
先
取
特
権
が
成
立
し
な
い
部
分
）

も
含
む
物
全
体
か
ら
売
主
は
優
先
弁
済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
先
取
特
権
に
お
い
て
は
所
有
権
留
保
で
は
意
識
さ
れ
る
買

主
の
支
払
期
中
の
既
払
分
の
価
値
を
保
護
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
議
論
は
な
く
、
不
可
分
性
か
ら
民
法
上
は
「
完
済
」
し
な
い
以
上
は

「
物
」
の
支
配
は
正
当
化
さ
れ
な
い
と
い
う
制
度
設
計
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
下
で
は
、
既
払
部
分
の
価
値
も
含
め
た
「
物
」
が
先
取
特
権
の
対
象
と
な
る
と
い
う
視
点
か
ら
、
所
有
権
留
保
が
合
意
さ
れ
た
場
合

に
お
け
る
先
取
特
権
の
扱
い
を
検
討
す
る
。
な
お
、
法
定
担
保
物
権
は
約
定
担
保
権
が
合
意
さ
れ
た
と
い
う
事
実
の
み
で
排
除
さ
れ
る
と

い
う
理
解
も
あ
り
得
よ
う
。
も
っ
と
も
、
何
ら
か
の
理
由
で
約
定
担
保
権
の
存
在
又
は
行
使
が
否
定
又
は
制
限
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。

こ
の
場
合
は
、
法
定
担
保
物
権
の
存
在
理
由
（
本
稿
で
は
公
平
性
①
及
び
②
）
か
ら
す
る
と
改
め
て
法
定
担
保
物
権
が
顕
在
化
す
る
と
解

さ
れ
る
。
ま
た
、
約
定
担
保
の
合
意
は
、
法
定
担
保
を
よ
り
充
実
さ
せ
る
意
図
で
合
意
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
法
定
担
保
を
不
要
と
す

る
意
思
の
推
定
は
矛
盾
す
る
。
例
え
ば
、
利
息
制
限
法
を
超
え
た
利
息
が
否
定
さ
れ
た
と
し
て
も
法
定
利
率
に
な
る
だ
け
で
、
そ
の
利
率
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で
な
け
れ
ば
利
息
自
体
は
不
要
で
あ
る
と
意
思
決
定
す
る
の
が
不
自
然
で
あ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
併
存
あ
る
い
は
復
活
と

い
う
点
か
ら
、
同
時
存
在
的
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る（

６
）。

二　

所
有
権
留
保
が
合
意
さ
れ
た
場
合
の
先
取
特
権
の
帰
趨

１　

売
主
に
所
有
権
が
帰
属
す
る
構
成
（
買
主
の
利
用
権
は
債
権
的
な
権
利
）

　

所
有
権
留
保
の
合
意
に
つ
い
て
、
一
般
的
に
シ
ン
プ
ル
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
権
利
状
態
で
あ
り
、
代
金
完
済
ま
で
売
主
に
所
有
権
が
帰

属
し
担
保
目
的
に
行
使
が
制
限
さ
れ
て
い
る
と
す
る
構
成
で
あ
る
。
買
主
は
目
的
物
に
対
し
て
現
時
点
で
物
権
的
な
権
利
（
支
配
）
を
有

し
て
い
な
い
の
で
、
公
平
性
①
及
び
②
の
前
提
を
欠
く
。
し
た
が
っ
て
動
産
売
買
先
取
特
権
と
所
有
権
留
保
は
両
立
・
併
存
し
な
い
と
な

り
そ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
構
成
を
現
行
法
体
系
の
中
で
適
切
に
処
遇
す
る
と
、
買
主
が
有
す
る
の
は
条
件
付
所
有
権
、
つ
ま
り
将
来
に
所
有
権
を
取
得
で
き

る
地
位
で
あ
る
。
こ
の
構
成
で
は
、
買
主
に
確
か
に
帰
属
す
る
既
払
分
の
価
値
を
十
分
に
保
護
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
構
成
で
あ
っ
て
も
、
買
主
に
よ
る
将
来
の
権
利
の
処
分
は
、
将
来
物
や
将
来
債
権
の
譲
渡
が
現
時
点
で
可
能
で
あ
る
の
と

同
じ
く
、可
能
で
あ
る
。
買
主
の
先
行
処
分
は
、代
金
完
済
に
よ
っ
て
追
完
さ
れ
る
。
例
え
ば
、将
来
の
賃
料
債
権
を
譲
渡
し
た
賃
貸
人
は
、

賃
貸
借
契
約
を
予
定
ど
お
り
履
行
す
れ
ば
、
先
行
し
た
債
権
譲
渡
は
効
力
を
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
じ
よ
う
に
、
買
主
は
自
ら
の
代

金
債
務
の
履
行
を
果
す
こ
と
を
前
提
に
既
払
分
の
価
値
を
予
め
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
具
体
的
に
は
、
物
の
先
行
処
分
や
譲
渡
担
保

へ
の
提
供
で
あ
る（

７
））。

　

経
済
的
な
価
値
の
変
動
を
法
的
な
権
利
で
表
現
で
き
な
い
点
が
問
題
と
し
て
も
、
実
質
的
に
は
先
行
処
分
で
価
値
の
活
用
が
可
能
で
あ

り
、
ま
た
、
被
担
保
債
権
が
逐
次
弁
済
さ
れ
る
抵
当
権
や
分
割
払
特
約
付
売
買
に
お
け
る
所
有
権
移
転
に
お
い
て
、
時
的
に
変
動
す
る
価
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値
を
反
映
す
る
権
利
構
成
が
採
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
経
済
的
な
変
動
を
逐
次
に
反
映
す
る
権
利
構
成
は
確
か
に
魅
力
で
あ
る

が
、
そ
れ
に
取
り
憑
か
れ
な
く
と
も
、
現
行
法
体
系
上
、
権
利
構
成
の
構
築
は
可
能
で
あ
る
こ
と
は
意
識
す
べ
き
で
あ
る（

８
）。

　

以
上
を
踏
ま
え
て
、
先
取
特
権
に
つ
い
て
再
度
検
討
し
て
み
る
と
、「
代
金
を
完
済
し
て
い
な
い
の
に
所
有
権
移
転
を
認
め
る
こ
と
（
公

平
性
①
）」
が
問
題
な
の
で
あ
れ
ば
、所
有
権
が
な
い
の
に
物
全
体
を
利
用
・
活
用
で
き
る
こ
と
は
、も
っ
と
問
題
で
あ
る
。
先
行
行
為
（
処

分
）
が
代
金
完
済
に
よ
り
追
完
さ
れ
る
こ
と
自
体
は
、
あ
く
ま
で
も
事
後
的
に
欠
缺
が
治
癒
さ
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
完
済
が
起
ら
な
い
場

合
の
売
主
の
権
利
は
、
公
平
性
①
以
上
に
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
面
で
あ
る
。
公
平
性
②
に
つ
い
て
も
同
様
に
さ
ら
に
問
題
が

大
き
い
場
面
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
先
取
特
権
は
債
権
そ
の
も
の
の
強
化
と
い
う
点
か
ら
も
、
さ
ら
に
先
取
特
権
を
確
実
に
す
る
意
図

で
所
有
権
留
保
が
合
意
さ
れ
る
と
い
う
点
か
ら
も
、
所
有
権
留
保
が
合
意
さ
れ
た
と
い
う
事
実
の
み
で
先
取
特
権
が
不
存
在
と
し
て
扱
わ

れ
る
の
は
適
切
で
は
な
い
。
以
上
の
実
質
を
踏
ま
え
る
と
民
法
303
条
の
「
債
務
者
の
財
産
」
及
び
321
条
の
「
そ
の
動
産
」
は
文
言
上
、
追

完
可
能
な
状
態
で
物
の
先
行
処
分
が
許
さ
れ
て
い
る
場
合
も
含
ま
れ
る
と
解
釈
可
能
で
あ
る
。

２　

所
有
権
の
分
属
を
認
め
る
構
成

　

一
般
に
、
所
有
権
留
保
に
関
す
る
学
説
に
お
い
て
は
、
買
主
に
は
代
金
支
払
に
伴
う
目
的
物
の
価
値
保
有
を
表
現
す
る
必
要
が
あ
り
、

こ
れ
を
可
能
に
す
る
の
が
売
主
に
所
有
権
が
帰
属
す
る
構
成
を
否
定
す
る
必
要
性
の
一
つ
と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
既
に
確

認
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
支
払
期
中
の
経
済
状
態
を
指
し
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
所
有
権
留
保
の
実
行
時
も
先
に
述
べ
た
先
取

特
権
の
執
行
と
同
じ
処
理
が
行
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
不
可
分
性
を
有
し
優
先
弁
済
権
と
の
条
文
を
有
す
る
先
取
特
権
と
は
異
な
る
た
め
、

所
有
権
留
保
に
つ
い
て
は
、
買
主
が
支
配
す
る
価
値
は
代
物
弁
済
と
し
て
提
供
さ
れ
る
と
構
成
す
る
必
要
が
あ
る（

９
）。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
見

解
だ
と
、
売
主
は
、
Ｂ
価
値
部
分
の
代
物
弁
済
に
つ
い
て
は
他
の
債
権
者
と
の
関
係
で
優
先
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
、
実
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行
に
よ
っ
て
期
待
権
つ
ま
り
Ｂ
価
値
部
分
を
保
有
す
る
根
拠
が
失
わ
れ
期
待
権
は
清
算
金
請
求
権
に
変
る
た
め
、
賃
貸
借
契
約
に
お
け
る

敷
金
返
還
請
求
権
の
場
合
と
同
様
に
、
Ａ
‐
Ｂ
∧
Ｘ
の
と
き
に
限
り
は
じ
め
て
発
生
し
て
他
の
債
権
者
が
把
握
可
能
に
な
る
と
解
さ
れ
る
。

　

所
有
権
の
渾
一
性
と
は
相
容
れ
な
い
が
、
所
有
権
が
分
属
し
て
い
る
と
評
価
す
る
場
合
、
法
律
構
成
と
し
て
は
、「
売
主
に
所
有
権
、

買
主
に
物
権
的
な
利
用
権
」
と
す
る
か
「
売
主
に
担
保
権
、
買
主
に
所
有
権
」
と
解
す
る
こ
と
に
な
る
。
経
済
的
に
は
同
じ
状
態
で
あ
り
、

端
的
に
は
、
い
ず
れ
を
所
有
権
と
呼
ぶ
か
と
い
う
問
題
で
あ
る（

10
）。

　

ま
ず
、「
売
主
に
所
有
権
、
買
主
に
物
権
的
な
利
用
権
」
と
の
構
成
の
場
合
、
買
主
が
有
す
る
物
権
的
な
利
用
権
は
既
払
分
に
根
拠
を

持
ち
買
主
独
自
の
権
利
で
あ
る
か
ら
、
支
払
期
中
は
先
取
特
権
の
公
平
性
①
②
は
妥
当
し
な
い
た
め
、
Ｂ
部
分
に
先
取
特
権
は
成
立
し
な

い
（
期
待
権
は
責
任
財
産
と
な
る
）。
し
か
し
、
実
行
時
に
は
、
Ａ
‐
Ｂ
の
価
値
は
売
主
が
自
己
帰
属
部
分
と
し
て
、
Ｂ
価
値
部
分
は
代

物
弁
済
と
し
て
、
買
主
に
対
し
物
の
引
揚
げ
が
請
求
さ
れ
る
。
結
果
と
し
て
所
有
権
留
保
も
物
に
つ
い
て
不
可
分
性
を
有
す
る
。
そ
し
て
、

先
の
「
（１）
売
主
に
所
有
権
が
帰
属
し
、
買
主
の
利
用
権
は
債
権
的
な
権
利
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
売
主
に
価
値
が
帰
属
す
る
Ａ
‐
Ｂ
部
分

即
ち
買
主
が
支
配
し
な
い
部
分
に
つ
い
て
は
、
同
時
に
先
取
特
権
が
存
在
す
る
と
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　

次
に
、「
売
主
に
担
保
権
、
買
主
に
所
有
権
」
と
構
成
す
る
場
合
、
実
質
的
な
価
値
の
帰
属
や
状
態
は
「
売
主
に
所
有
権
、
買
主
に
物

権
的
な
利
用
権
」
と
同
じ
だ
が
、
買
主
に
帰
属
す
る
価
値
を
所
有
権
と
呼
ぶ
点
で
さ
ら
に
先
取
特
権
と
の
併
存
を
認
め
る
抵
抗
は
少
な
く

な
る（

11
）。

ま
た
、
実
際
上
は
、
価
値
で
は
な
く
物
に
対
す
る
執
行
で
あ
る
た
め
、
売
主
の
側
を
所
有
権
と
呼
ば
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
売
主
に

先
取
特
権
を
認
め
る
こ
と
で
物
に
対
す
る
執
行
を
無
理
な
く
説
明
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る（

12
）。

　

さ
ら
に
、
所
有
権
の
渾
一
性
を
維
持
す
る
た
め
に
、
現
行
法
体
系
上
で
可
能
な
構
成
と
し
て
は
、
法
性
決
定
と
し
て
共
有
で
あ
り
内
部

的
に
制
限
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
と
構
成
す
る
可
能
性
が
あ
る（

13
）。

こ
の
構
成
で
は
、
未
払
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
所
有
権
が
移
転
し
て
い

る
買
主
の
物
で
も
あ
る
か
ら
、
先
取
特
権
と
両
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
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３　

担
保
権
設
定
と
す
る
構
成
（
買
主
に
所
有
権
が
帰
属
）

　

所
有
権
留
保
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
間
で
は
任
意
の
担
保
権
設
定
（
優
先
弁
済
の
約
定
）
は
可
能
と
し
て
も
、
現
行
法
体
系
上
、
他
の

債
権
者
と
の
関
係
で
担
保
権
と
し
て
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
売
主
に
よ
る
物
の
引
渡
請
求
の
根
拠
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
売
買
契
約

の
解
除
、
代
物
弁
済
、
先
取
特
権
、
非
占
有
質
権
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
所
有
権
留
保
の
合
意
は
、
字
句
を
離
れ
て
、
こ

れ
ら
の
制
度
に
関
し
て
第
三
者
へ
の
対
外
効
を
狙
っ
た
特
約
と
し
て
法
性
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

ま
ず
、
解
除
に
つ
い
て
は
、
545
条
１
項
た
だ
し
書
の
問
題
及
び
所
有
権
留
保
の
実
行
に
際
し
て
解
除
の
要
否
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
り
、

ま
た
現
実
に
必
ず
し
も
解
除
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
代
物
弁
済
に
つ
い
て
は
、
先
行
的
な
代
物
弁
済
と
す
る
と
譲
渡
担
保
の

現
行
法
体
系
上
の
位
置
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
取
特
権
に
つ
い
て
は
、
所
有
権
留
保
の
実
行
で
執
行
手
続
が
採
ら
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
非
占
有
質
権
で
は
質
権
設
定
契
約
を
諾
成
契
約
と
考
え
た
上
で
、
い
ち
早
く
対
抗
要
件
を
具
備
す
る
た
め
の
設
定
契

約
上
の
引
渡
請
求
権
と
解
し
、
適
正
な
評
価
と
清
算
が
採
ら
れ
る
限
り
349
条
に
抵
触
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る（

14
）。

　

次
に
、
判
例
と
実
務
で
は
、
動
産
売
買
先
取
特
権
の
目
的
動
産
を
被
担
保
債
権
額
（
売
買
代
金
額
）
と
同
額
に
評
価
し
て
買
主
が
売
主

に
代
物
弁
済
に
供
す
る
行
為
は
、
当
該
物
件
の
代
物
弁
済
当
時
の
価
額
が
売
買
当
時
に
比
し
て
増
加
し
て
い
な
い
限
り
、
他
の
破
産
債
権

者
を
害
す
る
行
為
に
あ
た
ら
な
い
と
し
て
否
認
を
認
め
な
か
っ
た
最
判
昭
和
41
年
４
月
14
日
民
集
20
巻
４
号
611
頁
（
以
下
、「
昭
和
41
年

判
決
」
と
い
う
）
が
定
着
し
て
い
る（

15
）。

　

以
上
か
ら
、
現
行
法
体
系
上
、
最
も
整
合
的
な
の
は
先
取
特
権
者
に
対
す
る
代
物
弁
済
で
あ
り
、
次
点
と
し
て
引
渡
請
求
権
を
有
す
る

非
占
有
質
権
と
し
て
位
置
づ
け
る
の
が
整
合
的
と
な
る
。
な
お
、
後
者
の
場
合
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
代
金
債
権
が
存
続
す

る
以
上
、
先
取
特
権
も
同
時
に
存
続
す
る
こ
と
に
な
る
。



広島法学　41 巻２号（2017 年）－8

三　

信
販
会
社
に
よ
る
所
有
権
留
保

１　

信
販
会
社
の
被
担
保
債
権
の
種
類
、
範
囲

　

平
成
22
年
判
決
は
、
分
割
手
数
料
等
の
よ
う
に
信
販
会
社
に
独
自
に
生
じ
る
債
権
の
担
保
と
し
て
所
有
権
留
保
を
利
用
す
る
合
意
は
代

位
制
度
の
み
で
は
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
判
示
し
た（

16
）。

ま
ず
、
法
定
代
位
に
お
い
て
は
、
求
償
権
に
つ
き
高
い
利
息
の
特
約
を
し

て
い
て
も
、
弁
済
者
代
位
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
担
保
権
で
回
収
可
能
な
の
は
原
債
権
の
利
息
の
範
囲
に
な
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、「
一　

先
取
特
権
の
性
質
と
特
徴
」
の
最
後
で
述
べ
た
所
有
権
留
保
の
合
意
の
事
実
の
み
を
持
っ
て
先
取
特
権
の
排
除
と
解
す
る
の

は
不
自
然
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
買
主
と
の
間
で
合
意
さ
れ
た
所
有
権
留
保
が
信
販
会
社
に
対
し
て
合
意
に
よ
り
担
保
と
し
て
移
転
す
る

場
合
に
お
い
て
、
法
定
代
位
を
排
除
す
る
と
解
す
る
の
も
不
自
然
で
あ
る（

17
）。

さ
ら
に
、
わ
が
国
で
は
、
被
担
保
債
権
の
な
い
担
保
（
権
）

の
み
の
譲
渡
は
予
定
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
販
売
会
社
か
ら
信
販
会
社
へ
の
合
意
に
よ
る
担
保
移
転
で
は
、
法
的
に
は
原
債
権

た
る
売
買
代
金
債
権
の
譲
渡
が
当
然
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
先
取
特
権
が
随
伴
す
る
。

　

そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
原
債
権
と
担
保
が
第
三
者
に
移
転
し
、
留
保
所
有
権
と
法
定
代
位
つ
ま
り
先
取
特
権
と
が
第
三
者
の
元
で
両
立
・

併
存
す
る
場
合
に
つ
き
、「
二　

所
有
権
留
保
が
合
意
さ
れ
た
場
合
の
先
取
特
権
の
帰
趨
」
で
確
認
し
た
、
先
取
特
権
と
非
占
有
質
の
被

担
保
債
権
の
制
限
や
範
囲
を
確
認
す
る
。

（１）
先
取
特
権
の
場
合

　

動
産
売
買
先
取
特
権
の
被
担
保
債
権
は
代
金
と
そ
の
利
息
に
限
定
さ
れ
る
（
321
条
）。
売
買
の
費
用
や
違
約
金
は
含
ま
れ
ず（

18
）、

分
割
手

数
料
等
を
先
取
特
権
の
被
担
保
債
権
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
所
有
権
留
保
の
行
使
が
否
定
さ
れ
た
と
き
は
分
割
手
数

料
等
は
無
担
保
の
債
権
と
な
る
も
の
の
、
信
販
会
社
は
、
代
金
と
そ
の
利
息
に
つ
い
て
先
取
特
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
代
位
で
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あ
る
か
ら
自
動
車
の
登
録
を
得
る
必
要
は
な
い
）。
所
有
権
留
保
の
正
体
を
先
取
特
権
と
す
る
構
成
か
ら
は
、
平
成
22
年
判
決
は
、
被
担

保
債
権
の
主
張
が
誤
っ
て
い
る
か
ら
、
判
決
の
文
字
ど
お
り
「
法
定
代
位
の
み
で
は
」
説
明
が
で
き
な
い
と
判
断
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　

で
は
、
所
有
権
留
保
の
実
行
と
し
て
目
的
物
を
引
揚
げ
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
引
揚
げ
が
所
有
権
留
保
の
実
行
と
し
て
は
認
め
ら
れ

な
い
と
き
に
、
先
取
特
権
の
行
使
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
昭
和
41
年
判
決
は
、
売
主
（
先
取
特
権
者
）
に
対
す
る
先
取
特
権

の
目
的
物
件
を
も
っ
て
し
た
代
物
弁
済
を
問
題
と
し
、
先
取
特
権
そ
の
も
の
の
執
行
あ
る
い
は
行
使
を
問
題
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
即

ち
、
代
物
弁
済
そ
の
も
の
の
破
産
手
続
法
上
の
効
力
を
問
題
と
し
た
の
で
あ
る
。
所
有
権
留
保
の
合
意
に
は
目
的
物
を
持
っ
て
被
担
保
債

権
の
弁
済
を
行
う
と
い
う
合
意
が
重
要
な
要
素
で
あ
る
か
ら
、
売
主
に
対
す
る
代
物
弁
済
の
場
面
と
し
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、
破
産
手

続
に
お
い
て
も
、
昭
和
41
年
判
決
が
判
示
す
る
よ
う
に
被
担
保
債
権
額
を
基
準
と
し
て
、
有
効
な
代
物
弁
済
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（２）
非
占
有
質
と
解
し
た
場
合

　

信
販
会
社
に
移
転
す
る
権
利
が
非
占
有
質
権
と
な
る
と
、
質
権
で
あ
れ
ば
、
被
担
保
債
権
の
種
類
に
制
限
は
な
い
。
ま
た
、
元
本
の
み

を
定
め
た
場
合
で
も
346
条
に
挙
げ
ら
れ
た
も
の
が
被
担
保
債
権
と
な
る
（
抵
当
権
よ
り
広
い
）。

　

ま
ず
、
三
者
間
で
信
販
会
社
が
有
す
る
分
割
手
数
料
を
売
主
か
ら
移
転
し
て
く
る
担
保
権
の
被
担
保
債
権
と
し
て
加
え
る
こ
と
の
合
意

は
、
三
者
契
約
つ
ま
り
質
権
設
定
契
約
時
に
合
意
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
初
か
ら
の
被
担
保
債
権
の
一
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
合
意
で
は
、
形
式
的
に
は
担
保
権
者
と
被
担
保
債
権
の
債
権
者
の
分
離
が
生
じ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
立
替
払
や

保
証
債
務
の
履
行
に
よ
っ
て
担
保
権
者
と
被
担
保
債
権
の
債
権
者
が
同
一
に
な
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
上
で
の
合
意
で
あ
る
か
ら
、

将
来
債
権
の
た
め
の
担
保
設
定
と
も
評
価
可
能
で
あ
り
、
否
定
す
る
必
要
は
な
い
。
逆
に
、
当
初
か
ら
担
保
権
設
定
契
約
が
信
販
会
社
と

買
主
の
間
で
行
わ
れ
る
と
い
う
構
成
で
は
、
主
た
る
被
担
保
債
権
が
売
買
代
金
で
あ
る
こ
と
と
相
容
れ
な
い
た
め
、
適
切
で
は
な
い
。

　

次
に
、
手
数
料
等
を
被
担
保
債
権
と
す
る
合
意
の
実
質
が
、
質
権
設
定
後
に
被
担
保
債
権
を
拡
大
す
る
合
意
と
解
し
た
場
合
、
他
の
担
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保
権
者
に
対
す
る
影
響
が
大
き
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
者
の
承
諾
が
な
け
れ
ば
拡
大
を
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
最
終
順
位
の
質
権

が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
と
解
さ
れ
る（

19
）。

も
っ
と
も
、
先
順
位
の
動
産
保
存
の
先
取
特
権
が
成
立
す
る
こ
と
は
あ
り
得
る
が
、
後
順
位
担

保
権
者
の
成
立
は
実
際
に
は
殆
ど
な
い（

20
）。

し
た
が
っ
て
、多
く
の
場
合
は
、後
か
ら
す
る
被
担
保
債
権
の
拡
大
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

な
お
、
そ
も
そ
も
自
動
車
抵
当
法
20
条
で
自
動
車
に
は
質
権
設
定
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
抵
当
制
度
の
普
及
促
進
の
た
め

の
禁
止
で
あ
れ
ば
、
法
理
論
的
な
構
成
の
弊
害
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
破
産
手
続
に
お
い
て
は
、
対
抗
要
件
つ
ま
り
引
揚

げ
の
時
期
で
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
繰
返
す
が
、
担
保
権
の
正
体
を
質
権
と
構
成
す
る
場
合
は
、
同
時
に
先
取
特
権
も
両
立
・
併
存

す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
（１）
の
検
討
内
容
も
妥
当
す
る
こ
と
に
な
る
。

２　

販
売
会
社
の
被
担
保
債
権
の
種
類
、
範
囲

　

新
車
の
販
売
に
お
い
て
は
、
買
主
が
販
売
会
社
と
の
間
で
注
文
書
を
作
成
し
、
目
的
物
と
価
格
が
確
定
さ
れ
る
（
代
金
と
部
修
代
に
つ

い
て
所
有
権
留
保
が
合
意
）（

21
）。

そ
し
て
、
信
販
会
社
を
利
用
す
る
場
合
は
、
販
売
会
社
に
留
保
さ
れ
る
所
有
権
は
信
販
会
社
に
担
保
の
た

め
に
移
転
す
る
こ
と
が
三
者
で
合
意
さ
れ
る
。
信
販
会
社
に
よ
る
支
払
が
あ
る
と
、
目
的
物
は
ま
ず
信
販
会
社
の
有
す
る
債
権
に
充
当
さ

れ
、
次
に
販
売
会
社
の
債
権
（
部
修
代
）
に
充
て
ら
れ
、
両
者
が
完
済
さ
れ
た
と
き
に
買
主
に
所
有
権
が
移
転
す
る
と
約
定
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
三
者
契
約
に
基
づ
く
所
有
権
の
移
転
過
程
は
、
契
約
上
は
、
販
売
会
社
↓
信
販
会
社
↓
買
主
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
自

動
車
の
登
録
名
義
が
販
売
会
社
と
さ
れ
る
の
は
、
原
債
権
で
あ
る
代
金
債
権
と
部
修
代
が
販
売
会
社
に
生
じ
、
物
管
理
を
販
売
会
社
が
担

当
す
る
た
め
で
あ
る
か
ら
、
合
理
的
な
取
決
め
で
あ
る（

22
）。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
取
扱
い
は
、
法
的
に
可
能
あ
る
い
は
正
当
化
さ
れ
る
の
だ

ろ
う
か
。

（１）
先
取
特
権
の
場
合
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ま
ず
、
330
条
（
動
産
の
先
取
特
権
の
順
位
）
は
、
第
一
順
位
と
し
て
不
動
産
の
賃
貸
、
旅
館
の
宿
泊
及
び
運
輸
の
先
取
特
権
を
定
め
（
同

条
１
項
１
号
）、
第
二
順
位
と
し
て
動
産
の
保
存
の
先
取
特
権
（
同
２
号
）、
第
三
順
位
と
し
て
動
産
売
買
先
取
特
権
を
定
め
て
い
る
（
同

３
号
）。
し
た
が
っ
て
、
先
取
特
権
の
関
係
と
し
て
、
契
約
時
に
は
、
販
売
会
社
に
動
産
売
買
先
取
特
権
が
成
立
し
、
動
産
保
存
の
先
取

特
権
の
成
立
が
当
然
視
さ
れ
る
状
況
が
生
じ
る
。
そ
の
後
、
信
販
会
社
に
原
債
権
と
共
に
動
産
売
買
先
取
特
権
が
移
転
す
る
。
ま
た
、
そ

の
時
点
で
動
産
保
存
の
先
取
特
権
が
生
じ
て
い
れ
ば
、
法
定
の
優
先
順
位
は
、
販
売
会
社
の
動
産
保
存
の
先
取
特
権
、
信
販
会
社
の
動
産

売
買
先
取
特
権
と
な
る
。
そ
の
上
で
、
合
意
に
よ
っ
て
、
優
先
順
位
が
逆
に
変
更
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
合
意
は
、
抵
当
権
の

順
位
の
譲
渡
と
同
じ
く
、
承
認
さ
れ
る
合
意
で
あ
ろ
う
。
以
上
が
、
三
者
契
約
で
設
定
さ
れ
る
権
利
関
係
の
中
身
と
な
る
。

（２）
非
占
有
質
と
解
し
た
場
合

　

質
権
で
あ
れ
ば
334
条
が
類
推
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
334
条
は
動
産
質
権
者
は
330
条
１
号
の
先
取
特
権
と
同
一
の
順
位
と
定
め
る
。
同
条

１
号
の
権
利
は
、当
事
者
間
に
黙
示
の
担
保
契
約
の
成
立
を
推
測
す
る
こ
と
が
容
易
な
も
の
だ
か
ら
と
さ
れ
て
い
る
（
一
種
の
法
定
質
権
）。

こ
こ
か
ら
は
、
公
平
よ
り
も
合
意
に
よ
る
担
保
設
定
の
方
が
保
護
さ
れ
る
と
い
う
態
度
決
定
が
見
て
取
れ
る
。
そ
の
上
で
、
330
条
２
項
は
、

第
一
順
位
の
者
が
第
２
順
位
の
動
産
の
保
存
の
先
取
特
権
又
は
第
３
順
位
の
動
産
売
買
先
取
特
権
の
存
在
を
知
っ
て
い
た
と
き
は
、
劣
後

す
る
こ
と
を
定
め
る
。
質
権
に
つ
い
て
も
330
条
２
項
の
適
用
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
法
定
の
優
先
順
位
は
、
販
売
会
社
の
動
産
保

存
の
先
取
特
権
、信
販
会
社
の
非
占
有
質
（
所
有
権
留
保
）
と
な
る
。
そ
の
上
で
、合
意
に
よ
っ
て
、優
先
順
位
が
逆
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
か
ら
、優
先
順
位
は
、先
取
特
権
と
非
占
有
質
（
所
有
権
留
保
）
の
何
れ
で
構
成
し
て
も
同
じ
で
あ
り
、特
に
問
題
は
見
当
ら
な
い
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
売
買
契
約
の
付
款
と
し
て
所
有
権
留
保
が
合
意
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
先
取
特
権
の
帰
趨
に
つ
い
て
理
論
的
な
考
察
を
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行
っ
た
。
ま
ず
、
売
買
代
金
が
一
部
支
払
わ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
先
取
特
権
に
は
不
可
分
性
が
あ
り
、
優
先
弁
済
権
が
認
め
ら
れ
る
。

こ
の
経
済
的
な
価
値
の
帰
属
状
態
は
所
有
権
留
保
が
合
意
さ
れ
た
場
合
も
同
様
で
あ
る
こ
と
、
先
取
特
権
は
本
来
的
に
は
債
権
そ
の
も
の

の
強
化
で
あ
る
こ
と
、
所
有
権
留
保
の
合
意
を
先
取
特
権
を
排
除
す
る
合
意
と
解
す
る
の
は
不
自
然
な
こ
と
か
ら
、
所
有
権
留
保
の
法
律

構
成
を
ど
の
よ
う
に
構
成
し
て
も
、
所
有
権
留
保
と
先
取
特
権
は
両
立
・
併
存
し
得
る
こ
と
を
示
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
所
有
権
留
保
の

合
意
が
否
定
又
は
制
限
さ
れ
た
場
合
は
、
売
主
は
、
先
取
特
権
の
範
囲
で
優
先
弁
済
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　

昭
和
41
年
判
決
は
、「
破
産
債
権
者
を
害
す
る
行
為
と
は
、
破
産
債
権
者
の
共
同
担
保
を
減
損
さ
せ
る
行
為
で
あ
る
と
こ
ろ
、
も
と
も

と
前
示
物
件
は
破
産
債
権
者
の
共
同
担
保
で
は
な
か
つ
た
も
の
で
あ
り
、
右
代
物
弁
済
に
よ
り
被
告
の
債
務
は
消
滅
に
帰
し
た
か
ら
で
あ

る
。」
と
述
べ
る
。
先
取
特
が
成
立
す
る
局
面
に
お
い
て
目
的
物
は
「
共
同
担
保
で
は
な
い
」
の
で
あ
る
か
ら
、
所
有
権
留
保
が
合
意
さ

れ
た
場
合
に
そ
の
効
力
が
否
定
又
は
制
限
さ
れ
て
も
先
取
特
権
が
両
立
・
併
存
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
や
は
り
共
同
担
保
で
は
な
い
。

　

本
稿
で
は
、
倒
産
法
上
の
問
題
に
ま
で
踏
込
む
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
債
務
者
が
占
有
す
る
財
産
は
第
三
者
に
債
務
者
の
信
用
を
与

え
る
、
ま
た
、
債
務
者
が
一
定
割
合
の
支
払
を
し
た
以
上
は
、
倒
産
手
続
に
お
い
て
責
任
財
産
と
し
て
扱
う
べ
き
、
と
い
う
の
は
感
覚
的

に
は
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
倒
産
手
続
上
の
要
請
な
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
解
決
は
、
例
え
ば
、
ド
イ
ツ
倒
産
法
の
よ
う
に
換
価

権
を
管
財
人
に
与
え
担
保
権
者
に
対
す
る
手
続
分
担
金
の
負
担
を
求
め
る
、
あ
る
い
は
、
管
財
人
に
残
債
務
の
履
行
か
目
的
物
の
返
還
か

の
選
択
権
を
与
え
る
等
の
倒
産
法
上
の
制
度
的
な
手
続
と
し
て
正
面
か
ら
議
論
す
べ
き
で
あ
る（

23
）。

倒
産
法
上
の
扱
い
を
持
っ
て
、
所
有
権

留
保
の
実
体
法
上
の
権
利
が
担
保
権
で
あ
る
、
あ
る
い
は
、
買
主
に
所
有
権
が
移
転
す
る
と
い
う
理
解
を
導
く
ま
た
は
そ
の
よ
う
な
理
解

を
前
提
と
し
て
論
じ
る
の
は
、
偏
狭
で
あ
る
。
物
概
念
に
よ
る
体
系
、
所
有
権
移
転
の
議
論
、
先
取
特
権
や
法
定
代
位
の
制
度
趣
旨
等
の

民
法
の
原
則
や
理
念
全
体
と
の
整
合
性
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

私
見
と
し
て
は
、
現
行
法
体
系
か
ら
す
る
と
、
買
主
に
は
経
済
的
な
価
値
が
帰
属
す
る
が
、
法
的
な
権
利
状
態
は
将
来
の
権
利
の
先
行
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処
分
と
し
て
扱
う
の
が
最
も
素
直
か
つ
問
題
が
少
な
い
と
考
え
る
。
非
典
型
担
保
の
法
律
構
成
に
関
す
る
学
説
の
様
々
な
指
摘
は
、
実
は

解
釈
指
針
に
過
ぎ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
制
度
に
お
け
る
と
同
様
に
、
あ
た
か
も
判
例
・
実
務
に
耐
え
ら
れ
る
現
行
法
体
系
上
可

能
な
法
律
構
成
で
あ
る
と
の
誤
解
に
基
づ
く
の
で
あ
れ
ば
、
教
科
書
等
の
記
載
方
法
や
大
学
に
お
け
る
教
育
内
容
に
問
題
が
あ
る
と
い
え

よ
う
。

（
１
） 　

所
有
権
留
保
の
法
律
構
成
を
論
じ
る
学
説
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
『
所
有
権
留
保
の
法
理
』
信
山
社
（
２
０
１
２
年
）
235
頁
以
下
及
び
269
頁
以
下
で
分
析
し

て
い
る
。
本
稿
は
、
こ
の
拙
稿
を
基
礎
と
し
て
お
り
、
細
か
な
説
明
は
省
略
し
て
い
る
こ
と
を
お
断
り
す
る
。
な
お
、
拙
稿
で
は
、
歴
史
的
及
び
比
較
法
的

に
も
担
保
権
構
成
は
大
勢
と
な
り
得
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（
２
） 　

所
有
権
留
保
の
学
説
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、管
見
の
限
り
、理
論
的
な
指
摘
と
し
て
次
の
二
つ
が
あ
る
。
鈴
木
禄
弥
『
物
的
担
保
制
度
の
分
化
』

創
文
社　
（
１
９
９
２
年
）
749
頁
（
初
出
、
判
タ
481
号
１
９
８
３
年
）
は
、
動
産
売
買
先
取
特
権
に
基
づ
く
物
上
代
位
に
つ
い
て
、
転
売
債
権
へ
の
物
上
代
位

に
よ
り
転
売
代
金
債
権
が
有
す
る
動
産
売
買
先
取
特
権
も
随
伴
性
で
把
握
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
に
、
所
有
権
留
保
が
合
意
さ
れ
た
場
合
に
目
的
物
が
第
三
者

に
即
時
取
得
さ
れ
た
と
き
（
物
権
的
に
は
効
力
を
失
っ
た
と
き
）
は
、
売
主
の
所
有
物
と
さ
れ
て
い
た
が
故
に
顕
在
化
し
得
な
か
っ
た
動
産
売
買
先
取
特
権

が
売
主
の
た
め
に
顕
在
化
す
る
と
論
じ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
先
取
特
権
は
、
所
有
権
留
保
特
約
が
働
き
得
な
い
側
面
に
お
い
て
補
充
す
る
た
め
、
一
種
の
法

定
所
有
権
留
保
と
し
て
機
能
す
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
河
野
玄
逸
「
動
産
売
買
先
取
特
権
の
射
程
距
離
（
上
）」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
294
号
は
、
所
有
権
留
保
に
物
権
変
動

は
な
く
、
法
的
に
は
賃
貸
物
件
、
寄
託
物
件
の
所
有
者
の
返
還
要
求
と
何
ら
異
な
ら
な
い
と
指
摘
し
た
上
で
（
９
頁
）、
未
払
代
金
担
保
の
た
め
の
目
的
物
の

交
換
価
値
部
分
だ
け
は
売
主
側
に
黙
示
に
留
保
さ
れ
て
い
る
と
み
て
公
平
上
の
見
地
か
ら
こ
れ
が
法
定
担
保
と
し
て
制
度
化
さ
れ
た
も
の
が
先
取
特
権
で
あ

る
と
考
え
れ
ば
、
動
産
売
買
先
取
特
権
の
物
権
性
を
素
直
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
指
摘
す
る
（
10
頁
）。
な
お
、
竹
下
守
夫
「
所
有
権
留
保
と
破
産
・

会
社
更
生
（下）
」
曹
時
25
巻
３
号
44
頁
は
、
先
取
特
権
の
行
使
を
認
め
る
必
要
と
実
益
を
指
摘
す
る
。

（
３
） 　

大
村
敦
志
『
新
基
本
民
法
３
担
保
編
』
は
、「
形
式
・
理
論
よ
り
も
実
質
・
機
能
を
重
視
す
る
と
い
う
戦
後
民
法
学
に
支
配
的
な
考
え
方
（「
利
益
衡
量
論
」

と
呼
ば
れ
る
）
の
影
響
を
見
て
と
れ
る
」
と
し
（
116
頁
）、「
法
技
術
の
制
約
か
ら
離
れ
て
実
質
や
機
能
に
着
目
す
る
考
え
方
が
有
力
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
（
学

説
に
お
け
る
）
時
代
思
想
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
事
実
を
重
視
し
理
屈
に
は
執
着
し
な
い
と
い
う
戦
後
民
法
学
の
大
き
な
特
色
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
」
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と
す
る
（
117
頁
）。
そ
の
上
で
、
例
え
ば
、
債
権
譲
渡
担
保
に
つ
い
て
は
、
債
権
質
と
の
間
に
差
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
債
権
質
の
設
定
と
み
る
べ
き
で
は
な

い
か
と
す
る
（
131
頁
）。

（
４
） 　

議
論
状
況
や
子
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
批
判
」
広
法
40
巻
１
号
21
頁
、
拙
稿
「
信
販
会
社
に
よ
る
所
有
権
留
保
を
活
用
し
た
自
動
車
販
売
の
法
的
検
討

に
お
け
る
留
意
点
」
広
法
40
巻
２
号
１
頁
。
信
販
会
社
に
よ
る
所
有
権
留
保
に
つ
い
て
は
、
債
務
不
履
行
後
に
は
所
有
権
が
帰
属
し
所
有
者
と
し
て
の
義
務

を
負
う
と
判
示
す
る
最
高
裁
平
成
21
年
３
月
10
日
民
集
63
巻
３
号
385
頁
と
の
整
合
性
を
強
く
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
名
古
屋
高
裁
判
決
平
成

28
年
11
月
10
日
金
法
２
０
５
６
号
62
頁
は
、
信
販
会
社
に
所
有
権
が
帰
属
す
る
と
述
べ
た
上
で
、
信
販
会
社
に
先
取
特
権
が
帰
属
す
る
と
判
示
し
て
い
る
（
こ

の
判
決
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
批
判
」
広
法
41
巻
１
号
23
頁
で
検
討
し
た
）。

（
５
） 　

と
り
わ
け
買
主
の
破
産
時
を
念
頭
に
お
い
て
、
売
主
に
ど
の
程
度
の
効
力
を
与
え
る
「
べ
き
」
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
道
垣
内
弘
人
『
買
主
の
倒

産
に
お
け
る
動
産
売
主
の
保
護
』
有
斐
閣
（
１
９
９
７
年
）
が
22
の
フ
ァ
ク
タ
ー
を
挙
げ
て
検
討
す
る
。

（
６
） 　

売
買
代
金
を
担
保
す
る
た
め
に
、
別
の
動
産
に
質
権
が
設
定
さ
れ
た
と
き
に
先
取
特
権
が
消
滅
す
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
平
成
22
年
判
決
や
鈴
木
・
前
掲

の
他
、
例
え
ば
、
約
定
担
保
の
合
意
が
公
序
良
俗
や
錯
誤
で
不
存
在
と
な
っ
た
と
き
は
、
法
定
担
保
に
よ
る
最
低
保
障
が
与
え
ら
れ
る
と
解
す
る
の
が
、
民

法
の
制
度
設
計
に
整
合
的
で
あ
ろ
う
。

（
７
） 　

拙
稿
『
所
有
権
留
保
の
法
理
』
311
頁
以
下
で
実
際
に
問
題
と
な
っ
た
判
例
を
検
討
す
る
。

（
８
） 　

将
来
の
権
利
の
先
行
処
分
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
『
所
有
権
留
保
の
法
理
』
95
頁
以
下
で
ド
イ
ツ
の
学
説
、
269
頁
以
下
（
特
に
272
頁
以
下
）
で
日
本
の
学
説

を
検
討
す
る
。
な
お
、
ド
イ
ツ
で
は
先
行
の
原
理
以
外
に
可
能
性
の
あ
る
構
成
と
し
て
、
期
待
権
理
論
、
分
割
理
論
、
未
確
定
理
論
、
担
保
権
説
が
あ
る
（
子

細
は
拙
稿
・
同
89
頁
以
下
）。

（
９
） 　

こ
の
よ
う
に
考
え
な
け
れ
ば
、
支
払
期
中
の
価
値
の
支
配
を
認
め
る
見
解
と
整
合
性
が
と
れ
な
い
。
な
お
、
所
有
権
の
分
属
と
構
成
し
な
い
場
合
で
あ
っ

て
も
、
同
様
に
代
物
弁
済
と
な
る
。
文
言
ど
お
り
単
に
「
所
有
権
の
留
保
」
で
あ
れ
ば
、
売
主
は
自
ら
の
財
産
で
他
人
（
買
主
）
の
債
務
の
弁
済
を
行
う
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
う
。し
た
が
っ
て
、目
的
物
を
弁
済
に
充
て
る
と
い
う
部
分
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
。買
主
が
物
を
第
三
者
に
先
行
処
分
し
て
も
追
完
に
よ
っ

て
有
効
と
な
る
の
と
同
じ
く
、
第
三
者
の
地
位
に
売
主
を
お
い
て
考
え
る
と
、
売
主
へ
の
代
物
弁
済
が
先
行
し
後
に
完
済
が
起
る
と
解
す
れ
ば
説
明
が
可
能

で
あ
る
（
子
細
は
、
拙
稿
『
所
有
権
留
保
の
法
理
』
296
頁
）。

（
10
） 　

所
有
権
の
帰
属
が
不
明
確
に
な
る
点
が
問
題
と
な
り
そ
う
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
権
利
状
態
が
不
確
定
な
場
面
は
、
行
使
前
の
取
消
権
、
本
人
の
追
認
・

拒
絶
前
の
無
権
代
理
も
同
じ
で
あ
り
、
民
法
上
、
予
定
さ
れ
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
未
確
定
理
論
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
『
所
有
権
留
保
の
法
理
』
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93
頁
を
参
照
。

（
11
） 　

ち
な
み
に
、
仮
に
先
取
特
権
も
支
分
権
で
あ
る
と
い
う
発
想
を
容
れ
た
場
合
は
、
所
有
権
留
保
（
担
保
権
）
と
重
な
り
、
ま
さ
に
同
一
の
権
利
で
あ
る
と

い
う
構
成
も
あ
り
得
る
。
も
っ
と
も
、
沿
革
的
に
も
先
取
特
権
は
支
分
権
で
は
な
い
た
め
、
こ
の
構
成
は
制
度
設
計
上
の
可
能
性
に
留
ま
る
。
ま
た
、
本
稿

は
現
行
法
体
系
と
の
整
合
性
を
検
証
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
例
え
ば
、
抵
当
権
に
関
す
る
369
条
２
項
は
地
上
権
及
び
永
小
作
権
も
抵
当
権
の
目
的
と
す
る
こ

と
か
ら
、
所
有
権
留
保
の
合
意
は
、
Ｂ
部
分
の
価
値
（
期
待
権
）
に
担
保
が
設
定
さ
れ
る
合
意
と
し
て
、
肯
定
的
に
捉
え
る
可
能
性
は
あ
る
。

（
12
） 　

動
産
売
買
先
取
特
権
は
公
平
性
か
ら
認
め
ら
れ
る
が
、
所
有
権
留
保
は
約
定
担
保
で
あ
る
か
ら
当
事
者
意
思
と
な
り
趣
旨
が
異
な
る
も
の
の
、
公
平
性
を

体
現
す
る
当
事
者
意
思
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

（
13
） 　

当
事
者
に
は
共
有
関
係
に
入
る
意
思
は
な
い
た
め
、
合
意
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
性
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
共
有
と
す
る
学
説
に
つ

い
て
は
、
拙
稿
『
所
有
権
留
保
の
法
理
』
99
頁
、
283
頁
。
現
行
法
体
系
と
の
整
合
性
と
い
う
点
で
は
、
再
考
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
。

（
14
） 　

林
良
平
『
注
釈
民
法
（
８
）
物
権
（
３
）』
有
斐
閣
（
１
９
６
５
年
）
287
頁
は
、「
流
質
の
上
さ
ら
に
清
算
す
る
特
約
は
、
少
な
く
と
も
不
足
額
を
請
求
す

る
た
め
に
は
取
引
上
公
正
な
価
格
に
よ
る
処
分
が
な
さ
れ
る
場
合
に
の
み
有
効
と
解
し
た
い
。」
と
す
る
。

（
15
） 　

譲
渡
担
保
権
者
に
対
す
る
代
物
弁
代
も
否
認
が
否
定
さ
れ
る
（
最
判
昭
和
39
年
６
月
26
日
民
集
18
巻
５
号
887
頁
）。

（
16
） 　

信
販
会
社
に
は
、
買
主
に
対
し
て
、
手
数
料
債
権
、
損
害
金
、
督
促
費
用
な
ど
が
独
自
の
債
権
と
し
て
成
立
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
本
稿
の

検
討
か
ら
は
、
販
売
会
社
に
お
い
て
も
当
然
に
発
生
す
る
で
あ
ろ
う
督
促
費
用
等
は
留
保
所
有
権
で
は
担
保
さ
れ
る
が
、
先
取
特
権
で
は
担
保
さ
れ
な
い
こ

と
に
な
る
。

（
17
） 　

な
お
、
先
取
特
権
の
随
伴
性
に
は
一
応
議
論
が
あ
る
。
そ
の
代
表
例
が
給
与
債
権
で
あ
る
。
し
か
し
、
労
働
者
が
給
与
債
権
を
事
前
に
譲
渡
す
る
こ
と
で

早
期
の
現
金
化
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
好
ま
し
い
こ
と
で
あ
り
、
先
取
特
権
が
随
伴
す
る
こ
と
は
そ
の
利
益
実
現
に
寄
与
す
る
。
つ
ま
り
、

債
権
取
引
と
い
う
点
か
ら
は
先
取
特
権
に
随
伴
性
を
承
認
す
べ
き
と
な
る
。

（
18
） 　

抵
当
権
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る
結
果
（
341
条
）、
375
条
の
２
年
の
制
限
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
375
条
の
理
解
か
ら
は
、
後
順
位
担
保
権
者
が
い
な
い
場
合
は

影
響
が
な
い
こ
と
に
な
る
。

（
19
） 　

石
田
喜
久
夫
・
前
掲
注
釈
民
法
262
頁
。

（
20
） 　

買
主
が
先
行
的
に
目
的
物
を
譲
渡
担
保
に
供
し
た
場
合
は
代
金
完
済
に
よ
っ
て
追
完
さ
れ
る
が
、
追
完
が
起
ら
な
け
れ
ば
考
慮
す
る
必
要
が
な
い
。

（
21
） 　

詳
細
は
平
成
22
年
判
決
の
拙
稿
「
批
判
」
で
検
討
す
る
。
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（
22
） 　

登
録
移
転
を
怠
っ
た
信
販
会
社
に
落
度
が
あ
る
以
上
は
平
成
22
年
判
決
の
結
論
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
、
全
く
実
態
を
無
視
し
た
裸
の
利
益
衡
量

に
過
ぎ
な
い
。
な
お
、
販
売
店
以
外
に
自
動
車
の
修
理
を
依
頼
す
る
場
合
は
、
こ
の
者
の
先
取
特
権
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
留
置
権
が
あ

り
事
実
上
は
最
優
先
で
あ
る
こ
と
、
330
条
２
項
の
趣
旨
か
ら
は
信
販
会
社
を
最
優
先
と
す
る
合
意
の
効
力
が
こ
の
者
に
は
及
ば
な
い
こ
と
か
ら
最
優
先
と
解

さ
れ
る
。

（
23
） 　

ド
イ
ツ
の
倒
産
法
制
に
お
け
る
所
有
権
留
保
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
『
所
有
権
留
保
の
法
理
』
第
二
章
169
頁
以
下
。


